
E1■ 法 務 省
一■か■｡』 ﾛ凸 ■■ ■ P■や、贈十手 凸勾一アマ両云ゴーで＝5夢■弓=prJmT P q ■ ﾛ租可■一 ﾔ ｡ 二七争 一一● ･田 －

本
籍

現
住
所

出
生
地

平
成

封" |間|ル
:|年

五五

二

『

ノ、 諏

○八

－，K▽.、

ノ､
■＝■一

G一一五 二

一

○｜ ｜月

○

’
九
一
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

一

一

一

一

一
東
京
大
学
法
学
部
卒
業

四
一
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

四

八
司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

″

九
”
検
事
二
級
（
大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

三
二
五
札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

三
二
五
↑
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

三
二
五
新
潟
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

三
ゞ
二
八

横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

横
浜
地
方
検
察
庁
横
須
賀
支
部
勤
務
を
命
ず
る

四
一
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一
法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

四

一
！
｜
｜
札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

四三

札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

'四

日

一

事

l

L

l

氏出
生
年
月
日

旧
氏
名

埴
〈

名

に
し
か
わ
か
つ
ゆ
き

西
川
克
行

昭
和
二
九
年

庁
司
法
試
験
管
理
委
員
会
一

最
高
裁
判
所

法
務
省

二
月
二
○
日

〃〃 〃〃 〃〃

名

ニニ寺 － 口T L P b
E吾



一二＝二

法 務 脅 ’
’

’ ’
守

年一

四

｛

一
一
一
一

匹I

’○
『I

ノ、 七
一
一
○
一
一
一
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一
一
一 四 四 四 四

1

1

二

五 三
U
令

－一

法
務
省
入
国
管
理
局
総
務
課
長
に
充
て
る

ｉ
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

法
務
省
入
国
管
理
局
総
務
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

千
葉
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

千
葉
地
方
検
察
庁
特
別
刑
事
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

か
ね
て
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
総
務
唯
似
榔
附
ｒ
臘
勝
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
一

任
を
解
除
す
る
〃
１
１

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

事

Ｉ
１
１
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
■
４
■
Ⅱ
■

項

呼

西

一
法
務
■
■
罰
■

川
庁

克〃 〃 〃

| ’ 行
名

－



“
幸
一
釦
小
咽
弛
咄
一
眺
佃
州
石
封
州
一
斗
揖
灼
剛
剖
御
蕊
幟
検
事
に
配
置
換
す
る

1

年

I

月

「

二
○
￥
一
一
一
六
一
最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一

〃
’
一
一
七
一
法
務
省
保
護
局
長
に
充
て
る

日
諄
斗
一
一
三

一

斗

て

一

・

法 務 省
一

１
，
一

一
東
京
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

一
六
一
六
雪
孟
一
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一

一
八
一
五
一
八
一
最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

〃
一
八
一
二
五
一
旭
川
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

〃

八

七

・
胸
凸
凹
的
岬
沖
凹
凸

一
東
京
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

盲
二
一
六
一
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

項

一

西

|川
庁

一一一

法
務
省 韮

〃〃 〃〃〃 I ノノ ｜ 〃 〃



’

1

4丁

一
一

七 〃

平
成
一

一
一
ハ

年

一
。
一
一 〃 一

月

一

○ 〃 九
日

●
●

■
■

６
９

℃
。

０
９

魚
Ｂ
七

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

■
●

〃

倫
理
監
督
官
を
免
ず
る

９

法
務
省

札
幌
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

検
事
長
に
任
命
す
る

内

閣

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

法
務
省

事

項

一

庁
名

法 務 省

兄
行


